
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 段差を解消した 

 為、車椅子でも 

 安全に移動が 

 出来ます！ 

 浴槽に手すりを 

設置しました！！！ 

 

 

１． 介護サービス計画（ケアプラン）の作成 

介護支援専門員（ケアマネージャー）が、ご本人・ご家族のご希望をお聞きし、ご相談しながら 

ケアプランを作成致します。 

２． ケアプラン作成の利用者負担金はありません！ 

介護サービス（ケアプラン）作成費用は、全額介護保険から支払われますので、作成費用の 

利用者負担金はありません。 

３． 市への介護保険申請の代行を致します 

市の窓口への介護保険申請手続きの代行を致します。 

４． 介護に関するあらゆるご相談をお引き受け致します 

介護でお困りのことは、何なりとお気軽にご相談ください。 

お電話を頂ければご自宅へ伺わせていただきます。 

 

ケアサポート・柚子だより  

事 業 内 容 

ご案内 

ご利用時間：月曜日～金曜日（土・日・祝日を除く）8：30～17：30まで 

居宅介護支援事業所：ケアサポート・柚子（事業所番号 2172100972） 

大垣市 外渕 2丁目 79番地 

ＴＥＬ（0584）87－1915 ＦＡＸ（0584）87－1918 

ケアマネージャー：崎原、駒月、川島、林、山口 

 

ＴＥ 

 

住み慣れた家でいつまでも暮らしたい…だけど 

昔ながらの家には段差や不便な所がいっぱい！！ 

住宅改修しませんか？？ 

【住宅改修の種類】 

① 手すりの取り付け 

② 床段差の解消 

③ 引き戸などへの変更 

④ 滑りの防止及び移動の円滑化のための床又は通

路面の材料の変更 

⑤ 洋式便器などへの便器の取り替え 

⑥ ①～⑤の改修工事に伴って、必要となる工事 

※住宅改修の利用限度額は、20万円（税込）です 

ケアマネが住宅改修の申請手続きをします 

住宅改修しませんか？ 
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